
 

 

ＥＳＣＯ事業者選定部会（第 2回） 要旨 
 

（内容︓⼤阪府新別館（北館・南館）ESCO事業、⼤阪府なにわ北府税事務所外3件ESCO事
業 共通） 
・提案内容に関するプレゼンテーションを各事業者にて実施。 
・提案内容についての質疑応答（委員より質疑、事業者より回答）。 
・各審査項目に基づいて審査を⾏い、最優秀提案者を選定。 
・部会⻑より講評。 
 

以上 


